
山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
三
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
八
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

七
五

木 曜 日

第
二
千
七
百
七
十
三
号

　

平
成
三
十
年

三
月
八
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
山
梨
県
県
税
条
例
に
基
づ
く
地
方
バ
ス
路
線
の
指
定	

七
五

○
山
梨
県
県
税
条
例
に
基
づ
く
地
方
バ
ス
路
線
の
指
定
の
一
部
改
正	

七
六

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更	

七
六

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）	

七
六

○
有
害
図
書
類
の
指
定	

七
七

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知
（
四
件
）	

七
七

○
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出	

七
九

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
五
十
七
号

　

山
梨
県
県
税
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
第
百
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
地
域
住
民
の
生
活
上
必
要
で
あ
る
と
し
て
知
事
が
指
定
す
る
地
方
バ
ス
路
線
を
次
の
と
お
り
指

定
し
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
適
用
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
八
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

運
行
系
統
名

起
点

主
な
経
由
地

終
点

一　

甲
府
駅
〜
野
牛
島
〜
御
勅
使　

甲
府
駅　
　
　

野
牛
島

御
勅
使

二　

伊
勢
町
〜
中
央
病
院
〜
竜
王
駅

伊
勢
町

中
央
病
院

竜
王
駅

三	　

敷
島
団
地
〜
伊
勢
町
〜
小
瀬
ス
ポ
ー

ツ
公
園

敷
島
団
地

伊
勢
町

小
瀬
ス
ポ
ー
ツ

公
園

　
　
　

四	　

敷
島
団
地
〜
昭
和
バ
イ
パ
ス
〜
山
梨

医
大
病
院

敷
島
団
地

昭
和
バ
イ
パ
ス
山
梨
大
学
医
学

部
附
属
病
院

五	　

敷
島
（
営
）
〜
グ
リ
ー
ン
ラ
イ
ン
〜

昇
仙
峡
滝
上

敷
島
営
業
所

グ
リ
ー
ン
ラ
イ

ン

昇
仙
峡
滝
上

六	　

敷
島
（
営
）
〜
竜
王
駅
〜
昇
仙
峡
口

敷
島
営
業
所

竜
王
駅

昇
仙
峡
口

七	　

敷
島
（
営
）
〜
御
所
循
環
〜
敷
島

（
営
）

敷
島
営
業
所

御
所
循
環

敷
島
営
業
所

八	　

敷
島
（
営
）
〜
駿
台
今
井
キ
ャ
ン
パ

ス

敷
島
営
業
所

駿
台
今
井
キ
ャ

ン
パ
ス

九	　

敷
島
（
営
）
〜
山
梨
英
和
大
学
〜
石

和
温
泉
駅

敷
島
営
業
所

山
梨
英
和
大
学
石
和
温
泉
駅

十	　

敷
島
（
営
）
〜
後
屋
〜
山
梨
医
大
病

院

敷
島
営
業
所

後
屋

山
梨
大
学
医
学

部
附
属
病
院

十	

一　

敷
島
（
営
）
〜
中
央
病
院
〜
御
勅

使

敷
島
営
業
所

中
央
病
院

御
勅
使

十
二　

甲
府
駅
〜
十
五
所
〜
鰍
沢
（
営
）

甲
府
駅

十
五
所

鰍
沢
営
業
所

十	
三　

小
笠
原
下
仲
町
〜
西
野
〜
中
央
病

院

小
笠
原
下
仲
町
西
野

中
央
病
院

十
四　

小
笠
原
車
庫
〜
十
五
所
〜
甲
府
駅

小
笠
原
車
庫

十
五
所

甲
府
駅

十	

五　

甲
府
駅
〜
十
五
所
〜
フ
ォ
レ
ス
ト

モ
ー
ル

甲
府
駅

十
五
所

フ
ォ
レ
ス
ト
モ

ー
ル



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
三
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
八
日

七
六

十
六	　

韮
崎
〜
増
富
温
泉
郷

韮
崎
営
業
所　
　

増
富
温
泉
郷

十
七	　

韮
崎
駅
〜
大
草
〜
甲
府
駅

韮
崎
駅

大
草

甲
府
駅

十
八	　

内
野
線

富
士
山
駅

お
宮
橋　

内
野
富
士
山
駅

十
九	　

平
野
線

富
士
山
駅

膳
棚　

フ
ァ
ナ

ッ
ク

平
野

二
十	　

平
野
線

富
士
山
駅

内
野　

旭
日
丘
平
野

二
十
一	　

西
湖
民
宿
線

富
士
山
駅

西
湖

西
湖
民
宿

二
十
二	　

大
石
線

富
士
山
駅

河
口
局
前

芦
川
農
産
物
直

売
所

二
十
三　

河
口
湖
線

河
口
湖
駅

膳
棚　

旭
日
丘
御
殿
場
駅

二
十
四　

河
口
湖
線

河
口
湖
駅

内
野　

旭
日
丘

　

御
殿
場
駅

御
殿
場
プ
レ
ミ

ア
ム
・
ア
ウ
ト

レ
ッ
ト

二
十
五　

河
口
湖
線

河
口
湖
駅

旭
日
丘

御
殿
場
駅

山
梨
県
告
示
第
五
十
八
号

　

山
梨
県
県
税
条
例
に
基
づ
く
地
方
バ
ス
路
線
の
指
定
（
平
成
二
十
三
年
山
梨
県
告
示
第
五
百
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
八
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

　

表
十
五
の
項
中
「
南
ア
ル
プ
ス
市
甲
西
支
所
」
を
「
フ
ォ
レ
ス
ト
モ
ー
ル
」
に
改
め
、
同
表
中
十
七

の
項
を
削
り
、
十
八
の
項
を
十
七
の
項
と
し
、
同
表
十
九
の
項
中
「
お
宮
橋
」
を
「
お
宮
橋　

内
野
」

「

「

に
、

内
野

を

富
士
山
駅
　

に
改
め
、
同
項
を
同
表
十
八
の
項
と
し
、
同
表
中
二

」

」

十
の
項
を
十
九
の
項
と
し
、
二
十
一
の
項
か
ら
二
十
三
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
二
十

四
の
項
中
「
旭
日
丘
」
を
「
膳
棚　

旭
日
丘
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
十
三
の
項
と
し
、
同
表
中
二

十
五
の
項
を
二
十
四
の
項
と
す
る
。

　

表
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

二
十
五　

河
口
湖
線

河
口
湖
駅

旭
日
丘

御
殿
場
駅

山
梨
県
告
示
第
五
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
八
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所　

北
杜
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。）、
北
杜
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

水
害
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

	

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

2
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

3　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

北
杜
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
六
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
三
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
八
日

七
七

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
二
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
八
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

塩
山
停
車
場
大
菩
薩
嶺
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新

の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
州
市
塩
山
上
萩
原
字
萩
原
山
四
七
八
三
番
一
地

先
か
ら

甲
州
市
塩
山
上
萩
原
字
萩
原
山
四
七
八
三
番
一
地

先
ま
で

旧

五
・
〇
〜三
一
・
〇

四
一
・
五

新

七
・
三
〜三

二
・
〇

四
一
・
五

山
梨
県
告
示
第
六
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
二
十
九
日
ま

で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
八
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

朝
日
小
沢
猿
橋
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

大
月
市
猿
橋
町
小
沢
字
大
真
木
一
四
四
九
番
一
地

先
か
ら

大
月
市
猿
橋
町
小
沢
字
大
真
木
一
四
四
九
番
一
地

先
ま
で

旧

五
・
二
〜
七
・
三

三
〇
・
二

新

五
・
四
〜一
〇
・
二

三
〇
・
二

山
梨
県
告
示
第
六
十
二
号

　

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、
平
成
三
十
年
三
月
十
五

日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
八
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

指
定
す
る
図
書
類
（
雑
誌
）
の
名
称
及
び
発
行
所

名　
　
　
　
　
　
　
　

称

発　
　

行　
　

所

GIRLS		BE　

恋
愛
工
場　

編

日
本
文
芸
社

い
た
ず
ら
彼
女
の
魅
惑
の
ス
キ
マ

コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

エ
ッ
チ
な
人
妻
女
盛
り
は
性
欲
盛
り

一
水
社

た
ま
ら
な
い
Ｈ
な
体
験
教
え
ま
す

リ
イ
ド
社

し
ろ
う
と
人
妻
最
高
に
尽
く
し
て
あ
げ
る　
　
　
　
　

メ
デ
ィ
ア
ッ
ク
ス

二	　

指
定
す
る
理
由　

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
甚
だ
し
く
粗
暴
性
を
助
長
し
、
又
は
著
し
く
犯

罪
を
誘
発
す
る
等
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
甲
州
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
八
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

甲
州
市
勝
沼
町
深
沢
字
高
尾
向
下
三
七
七
九
の
一

佐
藤
嘉
兵
ヱ



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
三
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
八
日

七
八

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

2
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

3　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四	　

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
予
定
の
告
示　

平
成
三
十
年
二
月
五
日
山
梨
県
告
示
第
二
十
五

号

　
（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
甲
州
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）

◉　

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
早
川
町
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
八
日

	

山
梨
県
知
事	
後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
巨
摩
郡
早
川
町
新
倉
字
大
之
辻
二
五
八
六
の
一

望
月
馨

南
巨
摩
郡
早
川
町
新
倉
字
保
代
作
二
六
四
六
の
内
四

望
月
唯
茂

南
巨
摩
郡
早
川
町
早
川
字
長
知
島
一
六
〇
五
の
内
二

桂
原
虎
治
郎

南
巨
摩
郡
早
川
町
大
原
野
字
六
呂
沢
二
三
八
七
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。）

深
澤
み
ど
り

南
巨
摩
郡
早
川
町
大
原
野
字
六
呂
沢
二
三
八
八
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。）

深
澤
か
つ
よ

南
巨
摩
郡
早
川
町
大
原
野
字
六
呂
沢
二
三
八
九
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。）

深
澤
弁
開

南
巨
摩
郡
早
川
町
大
原
野
字
六
呂
沢
二
三
九
五
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。）

深
澤
義
治

南
巨
摩
郡
早
川
町
大
原
野
字
六
呂
沢
二
三
九
八
の
二

深
沢
大
右
ェ
門

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

2
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

3　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四	　

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
予
定
の
告
示　

平
成
三
十
年
二
月
八
日
山
梨
県
告
示
第
二
十
八

号

　
（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

早
川
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

◉　

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
南
部
町
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
八
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
巨
摩
郡
南
部
町
本
郷
字
観
音
一
〇
三
九
〇

遠
藤
茂



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
三
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
八
日

七
九

南
巨
摩
郡
南
部
町
本
郷
字
沢
奥
一
〇
三
九
三
の
一

市
川
秀
夫

南
巨
摩
郡
南
部
町
福
士
字
竹
沢
東
山
二
六
一
六
六

佐
野
亘
章

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

2
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

3　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四	　

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
予
定
の
告
示　

平
成
三
十
年
二
月
八
日
山
梨
県
告
示
第
二
十
九

号

　
（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
南
部
町
役
場
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）

◉　

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
富
士
川
町
役
場
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
八
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
大
刈
二
四
の
二

堀
口
孝

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
里
沢
三
四
の
五
〇
、
三
四
の
五

一

草
塩
光
眞
、
堀
口
勇
永

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
里
沢
三
四
の
五
二

依
田
岩
嶺

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
大
刈
二
〇
の
二

依
田
勝

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
打
無
二
八
の
二

依
田
文
子

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
里
沢
三
四
の
一
四

依
田
和
徳

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
里
沢
三
四
の
一
五

長
田
德
明

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
打
無
二
八
の
三

望
月
永
夫

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
桂
沢
一
三
の
一

望
月
方
治

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
打
無
三
〇
の
五

堀
口
秀
人

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
打
無
二
六
の
八
、
二
八
の
一
、

二
八
の
七

堀
口
正
子

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
柳
川
字
大
刈
二
一
の
一
二

堀
口
静
香

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

1　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

2
	　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

3　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四	　

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
予
定
の
告
示　

平
成
三
十
年
二
月
八
日
山
梨
県
告
示
第
三
十
号

　
（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
富
士
川
町
役
場
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
七
十
三
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
八
日

八
〇

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
八
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

　
　

富
士
急
行
株
式
会
社　

代
表
取
締
役　

堀
内
光
一
郎

　
　

山
梨
県
富
士
吉
田
市
新
西
原
五
丁
目
二
番
一
号

二　

届
出
の
概
要

　

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

富
士
吉
田
富
士
急
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル

　
　
　

山
梨
県
富
士
吉
田
市
上
吉
田
二
丁
目
五
番
一
号

　

2
	　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
富
士
急
百
貨
店

代
表
取
締
役　

畠
山
健
二

静
岡
県
沼
津
市
大
手
町
三
丁
目
二
番
一
号　

外
三
十
者

株
式
会
社
富
士
急
百
貨
店

代
表
取
締
役　

勝
俣
勲

山
梨
県
富
士
吉
田
市
上
吉
田
二
丁
目
五
番
一

号　

外
十
四
者

　

3　

変
更
の
年
月
日　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
八
日
外

三　

届
出
年
月
日　

平
成
三
十
年
一
月
二
十
六
日

四	　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
九
日
ま
で

　

八
〇


